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北九州市公告第４３０号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１項ただし書の規定に

よる許可の申請の提出に伴い、同条第１５項の規定により、次のとおり利害関

係を有する者の公開による意見の聴取を行うので、同条第１７項の規定により

公告する。 

令和３年６月２１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 建築物の建築計画 

（１）  申請者 

福岡市博多区上川端町１２番２０号 

E Ｎ E ＯＳ株式会社 九州支店 

執行役員支店長 田中信昭

（２） 敷地の位置 

北九州市若松区青葉台南三丁目１番１０３及び１番１０４ 

（３）  用途地域 

第一種低層住居専用地域 

（４）  建築物の主要用途 

給油所（物品販売業を営む店舗及び工場） 

（５）  工事種別 

新築 

２ 意見の聴取の期日 

令和３年６月２９日（火）午後２時から 

社会情勢等により意見の聴取ができない場合は、延期する。 

なお、延期する場合、意見の聴取の期日は、改めて公告する。 

３ 意見の聴取の場所 

北九州市若松区高須北一丁目１番２号 

高須市民センター 第３集会室 
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